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文責 笠原光徳

暖かな春の日差しが心地よく感じられる季節となりました。

コロナで混乱した3年間が過ぎ、今年度はほぼコロナ前のように学校が進んでいくのではと期待

しています。完全に元に戻すのではなく、コロナ渦中で工夫したことも残しつつ、新たな学校と

して、生徒ともに成長していきたいと思います。

校是：自律・友愛・創造
この３つは松原中学校が以前から大切にしている言葉です。本校ではこれを校是

（その学校の教育上の根本精神）としています。

「自律」は自らを鍛え、責任ある行動をとる。「友愛」は学び合い、高め合う「仲間づくり」ができる。

「創造」は自らの「夢の実現」に向けて、何事にもチャレンジして新しいものを生み出す。

本校の生徒が皆このように成長してほしいとの願いが入っています。君たちが大人になった時、中学

校で自律友愛創造という校是があったことを覚えていてほしいと思います。

【令和５年度学校教育目標】
「自ら考え行動し、仲間と協働できる、未来を切り拓く生徒になろう」です。
校是を長期目標とするならば、学校教育目標を短期目標と考えています。2年前に当時の教職員で、

本校の生徒の弱いところ、つけたい力、今後生きていくのに必要な力を出し合い、策定したものですが、

だいたい3年を目安に目標にするものなので、今年が目標達成勝負の年となります。目標に向かって頑

張っていきましょう。

そして、より具体的な目標としての「目指す生徒像」は
・自分で判断でき、行動に移せる生徒。

・自分の考えを相手に伝えることができる生徒。

・相手の考えをしっかり聞き、折り合いをつけることができる生徒。

・他の人を大切にできる生徒。

・目標を達成するために、仲間と協働できる生徒。

・夢や希望を持ち、実現に向けて努力できる生徒。

今年度は、10年先にはICTを工夫して使えることが重要になるとの想いから、

・「深い学びのためにICTを活用できる生徒。」を７つめの目標に挙げました。

「チーム松原」は、これらの目標達成を目指し、働きかけていきたいと思います。生徒の皆さん

も達成めざしてがんばってください。

【参考】昨年の生徒アンケートより

（○％→○％）は、昨年の（前期の肯定的回答の％→後期の肯定的回答の％）です。

・自分で判断でき、行動に移せる生徒。 （79％→86％）

・自分の考えを相手に伝えることができる生徒。 （84％→87％）

・相手の考えをしっかり聞き、折り合いをつけることができる生徒。 （87％→94％）

・他の人を大切にできる生徒。 （94％→95％）

・目標を達成するために、仲間と協働できる生徒。 （94％→93％）

・夢や希望を持ち、実現に向けて努力できる生徒。 （84％→87％）

できるようになったと感じることは、とても大事なことです。



４月の予定
日 曜 行 事 等 日 曜 行 事 等

６ 木 着任式・始業式 ※給食なし 18 火 全国学力・学習状況調査（３年）

７ 金 入学式 ※給食なし 部集会

８ 土 19 水 3年5、6限全国学力学習状況調査

９ 日 部活動再登校15：30

10 月 新入生歓迎会 20 木 5限認証式／評議会専門委員会

身体計測／部活動紹介 21 金 教育課程・修学旅行説明会／SC来校

11 火 暫定時間割開始／夏服販売（昼休み） 22 土

学級写真／仮入部期間（～17日） 23 日

1年ジョイントプログラムテスト 24 月 家庭訪問（1年）／部活再登校15：15

12 水 25 火 家庭訪問（1年）／二者懇談（2、3年）

13 木 検尿①／キッズパーク 26 水 家庭訪問（1年）／二者懇談（2、3年）

14 金 検尿②／SC（スクールカウンセラー来 27 木 家庭訪問（1年）／二者懇談（2、3年）

校） 28 金 家庭訪問（1年）／二者懇談（2、3年）

15 土 再検尿／SC来校

16 日 29 土 昭和の日

17 月 6限学級役員選挙 30 日

5月の主な行事

11日（木） 3年学習確認プログラムテスト 25日（木）～27日（土）3年修学旅行

12日（金） 3年学習確認プログラムテスト 25日（木） 1、2年校外学習

16日（火） 第1回定期テスト 30日（火） 全学年ケータイ教室

○松原中学校生徒数（232人）
男 女 計 男 女 計 男 女 計

1 組 １ １ ２ 2 年 2 組 18 21 39 3 年 2 組 16 11 27
1 年 2 組 18 18 36 2 年 3 組 18 20 38 3 年 3 組 15 12 27
1 年 3 組 17 19 36 3 年 4 組 15 12 27
合計 36 38 74 合計 36 41 77 合計 46 35 81

○「就学援助」及び「総合育成支援教育就学奨励費」制度のお知らせ
京都市では、お子さんが市立小・中学校へ就学するにあたり、経済的な理由によりお困りの保護者

に対し、学用品費や給食費などを援助する就学援助制度を設けています。

なお、市立小学校卒業時に就学援助の認定を受けていた場合、新規の申込は不要です。継続の案内

は別途お知らせします。

※ 新型コロナウィルス感染症の影響等により家計が急変する等、経済的な理由でお困りの場合は、

収入状況の悪化がわかるものをご提出いただくこと等により認定できる場合がある

臨時措置を設けています。まずは、学校にご相談ください。

また、育成学級に在籍しているお子さんのご家庭や、普通学級に在籍し、総合支援学校に通う程

度の障害があるお子さんのご家庭に対し、学用品費等の一部を補助する総合育成支援教育就学奨励

費制度も設けています。

申込みの手続きやご相談・ご質問がある方は学校までお申し出ください。


